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道路整備で障害となる全ての私物を撤去（移設）する必要がございます。
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ブロックや擁壁等の工作物

道路後退線
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※１　自己所有物に限らず、僅かでも越境している場合は、申出人において撤去等が必要となります。

※２　私有地内に電柱がある場合は、申出人において移設手続きをお願いします。

　　　 前面の道路内に電柱がある場合は、藤沢市の担当者と相談をして進めてください。

※３　最終宅内桝の移設は藤沢市が行います。ただし、移設の方向は単に後退するのみとなり、

植木・花壇・鉢等

　　　 別位置への付替えは自費工事となります。

※４　外構工事の日程に合わせて道路後退位置の明示（仮杭の設置）及び障害物等の簡易チェックは行いますが、

　　　 施工時には、必ず工事業者による越境物の確認（水糸等による再確認）をお願いし、道路整備上支障となる

　　　 私物の撤去を確実に行うよう、ご協力をお願いします。

※４　最終宅内桝の移設時期や道路舗装に関しての時期については、藤沢市の担当者に確認をお願いします。
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土地境界線 土地境界線
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（ブロック等の上部に、境界標を設置することができません。）

境界標設置できない場合もございます。

仮杭の設置 仮杭の設置

境界標を設置するスペースが、申出地側にない場合は、

お隣が構築した工作物等でも撤去の対象となります。
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